
貸 付 条 件 表 

２０２５年４月１日現在 

「ＪＣＢカード」 融資利率（年利）※1 資金使途 返済方式 返済期間／返済回数 
賠償額の元本に 

対する割合 ※1 
担保 主 な 返 済 例 ※3 

キャッシング１回払い 18.00％  

自由 

（ただし、事業

資金は除く） 

 

元利一括払い 
23～56日（ただし暦による）／1回 

※2 
年20.00％ 不要 

貸付額20万円 

9月16日利用 同年11月10日に一括払い（55日後） 

貸付利率 年18.00％ 返済額205,424円 

Ｅ.ＧＯキャッシング１回払い 1.00％ 元利一括払い 23～56日（ただし暦による）／1回 年20.00％ 不要 

貸付額3万円 

9月16日利用 同年11月10日に一括払い（55日後） 

貸付利率 年1.00％ 返済額30,045円 

ＪＣＢキャッシングリボ払い 
18.00％ 

（ザ・クラス会員は14.10％） 

毎月元金定額払い 

 

ボーナス併用払い 

 

ボーナス月のみ元金定額払い 

利用残高および返済方式に応じ、返済

元金と利息を完済するまでの期間、回

数。なお、ご利用可能枠の範囲内で繰

り返し借り入れる場合には、利用残高

が変動するため、返済期間、返済回数

も変更となる。 

年20.00％ 不要 

貸付額50万円 毎月返済元金 1万円 貸付利率年18.00％ 

（9月16日貸付 同年11月10日より返済開始、その後追加の

ご利用、随時のご返済がない場合） 

返済期間50ヵ月 返済回数50回 

返済額第 1 回目 23,561 円 第 2 回目 17,249 円 第 3 回目

17,338円 第4回目17,185円 第5回目16,351円、 

以降についても、毎月返済元金 1万円と利息のご返済となりま

す。 

※１ １年３６５日（うるう年は３６６日）による日割り計算 

※２ 海外キャッシング１回払いをご利用の場合、国外の金融機関等の事務処理の都合上、ご利用のデータのJCBへの到着が遅れ、お支払日が標準期間満了日の属する月の２ヶ月後 又は、３ヶ月後の約定支払日となる場合がございます（最大返済期間は101日 
ただし暦による）。この場合であっても、手数料は、融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日までの期間に手数料率を乗じた金額となります。                                                                         

※３ 主な返済例は暦によりますので、返済額は目安になります（１年３６５日、お支払日は毎月１０日として計算）。 
 
 

「ＶＩＳＡカード」 融資利率（年利）※1 資金使途 返済方式 返済期間／返済回数 
賠償額の元本に 

対する割合 ※1 
担保 主 な 返 済 例 ※3 

キャッシング・一括（海外） 

    

15.00％~18.00％ 

 
自由 

（ただし、事業

資金は除く） 

 

元利一括返済 23日~56日（ただし暦による）／１回 年20.00％ 不要 

5月9日に10万円ご利用の場合（※年利18.00%の場合） 

6月10日に元金100,000円 利息1,578円、合計101,578円 

をお支払い頂きます。 

キャッシング・リボ 
18.00％ 

（ゴールド会員は15.0％） 

毎月元利定額返済 

      又は 

ボーナス月元金増額返済併用 

最長2年8ヵ月／最長32回 年20.00％ 不要 

毎月元利定額返済（定額返済額5万円）、貸付額50万円 

年利15.0％の場合 

返済額第１~10回目50,000円（元利金）第 11回目42,286円 

（元利金） 12回目489円（利息※）のご返済となります。 

※融資日から第1回返済日までの日数により異なります。 
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